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１ はじめに 

 

  

安全で安心して暮らせる社会を実現することは、市民すべての願い

です。そのためには、犯罪をなくすことが欠かせません。 

 江別市では、平成２３年に制定された「犯罪及び交通事故のない安

全で安心なまちづくり条例」に基づき、交通安全や防犯活動が進めら

れてきたところですが、日本国内では様々な事件が後を絶たず、ひと

たび犯罪に巻き込まれると、心身への被害のほか、長期にわたる精神

的苦痛や、経済的苦境など、様々な困難に直面することになります。 

市民共通の願いである、安全で安心して暮らせるまちの実現には、

犯罪防止のための活動や環境整備に努めるとともに、犯罪被害に遭っ

た方の状況や心情について、市民一人ひとりが理解を深め、もとの生

活を取り戻せるように、社会全体で支援していくことが重要です。 

 国は、計画や有識者会議の中で、近年の犯罪の動向や被害者の置か

れた状況を踏まえ、地方公共団体による支援策の必要性を打ち出して

おり、このことを受けて、全国や道内の自治体では、犯罪被害者支援

のための条例を制定する動きが広がっています。 

「江別市犯罪被害者等支援条例（仮称）検討会」は、こうした動向

などを踏まえて、令和７年４月に設置されました。 

本会では、学識者、関係機関・団体からの推薦者、公募市民など様々

な立場から多角的・多面的に意見交換を行い、市の内部で検討された

支援策なども参考に各条項や条文の審議を進め、さらには、パブリッ

クコメントで寄せられた意見を十分に考慮して、江別市に相応しい条

例となるよう、各条項や条文を取りまとめました。 

また、報告書には、一条ごとに解説を設け、条例の趣旨と異なる解

釈がなされることがないように工夫を加えております。 

この条例により、不幸にも犯罪の被害に遭った方の尊厳が守られ、

誰もが安心して暮らせる地域社会の実現につながることを期待しま

す。 
 

令和７年１０月 

江別市犯罪被害者等支援条例（仮称）検討会 

会長 小内 純子 
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２ 概 要 

 

１ 犯罪被害者支援のための条例について  

 

 平成１７年に施行された「犯罪被害者等基本法」において、地方公共団体に、犯罪被害

者やその家族等への施策に関する責務が規定され、同法に基づいて国が令和３年に策定し

た「第４次犯罪被害者等基本計画」に被害者支援のための条例制定の促進が盛り込まれま

した。 

 こうした動きを受けて、全国的にも条例制定の動きが広がっていることから、誰もが安

全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的として、江別市における犯罪

被害者やその家族、遺族への実効的な支援を行う「江別市犯罪被害者等支援条例」を制定

しようとするものです。 

 

 

２ 条例の構成と主な内容  

 

（１）目的 

 犯罪被害者等（犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族）が受けた被害の回復

や軽減を図り、誰もが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与すること

を目的とします。 

 

（２）基本理念 

 次の３つの項目を基本理念とします。 

 

①犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、尊厳にふさわしい処遇が保障されるよう配慮し

て支援を行う。 

 

②被害の原因や犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて、再被害や二次的被害の防

止に配慮しながら、適切に支援を行う。 

 

③犯罪被害者等が安心して暮らせるよう、被害の回復や軽減のために必要な支援を提供

する。 
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（３）各主体の責務 

 市、市民等の責務や役割を明らかにします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）基本となる施策 

 支援に関する具体的な施策として、次のことを規定します。 

 

相談及び情報の提供 日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう、様々な問題の

相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。 

見舞金の支給 見舞金を支給します。 

日常生活の支援 安心して日常生活を営むことができるよう必要な支援を行います。 

居住の安定 犯罪等により従前の住居に居住できなくなった場合に市営住宅への

入居において優遇措置等の配慮を行います。 

安全の確保 再被害や二次的被害を受けることを防止し、安全を確保するため、

個人情報の適切な管理を行います。 

市民等及び事業者の

理解の増進 

犯罪被害者等の置かれている状況やその支援の必要性について、周

囲の理解を深めるため、情報提供や啓発等を行います。 

 

 

〇犯罪被害者等の支援に関する施 

策を策定・実施する 

 

〇施策が円滑に実施されるよう、 

関係機関等と相互に連携を図る 

 市の責務   事業者の責務 市民等の責務 

〇支援の必要性を理解し、二次的被

害防止に配慮する 

 

〇市や関係機関等が行う支援に協

力する 

 

※市民等：市内に居住、通勤、通学 

     する方や市内の活動団体 

〇支援の必要性を理解し、二次的被

害防止に配慮する 

 

〇市や関係機関等が行う支援に協

力する 

 

〇犯罪被害を受けた従業員の就労

に配慮する 
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３ 条例案 

「江別市犯罪被害者等支援条例」（案） 

（目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号）の趣旨にのっと

り、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、市、市民等及び事業者の責務を明らか

にするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定め、それらを総合的に推進す

ることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、もって誰もが安全で

安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

【解説】 

・条例制定の目的を定義。犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を図るとともに安全

で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを規定。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(１) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。 

(２) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 

(３) 市民等 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で活動を行う団体

をいう。 

(４) 事業者 市内で事業活動を行う法人又は個人をいう。 

(５) 関係機関等 国、北海道、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う

民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。 

(６) 再被害 犯罪被害者等が、当該犯罪等の加害者から再び被害を受けることをいう。 

(７) 二次的被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、風評、誹謗中傷、報道機

関等による過度な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、

プライバシーの侵害その他の被害をいう。 

【解説】 

・「犯罪等」「犯罪被害者等」の定義は、「犯罪被害者等基本法」第２条と同じ。 

 

・「市民等」は、住民に加え、市内で働く人々や市内の学校に通う児童、生徒及び学生を含

めた。市内で活動を行う団体は、例えば自治会、ＮＰＯ法人、ボランティア団体等を想

定。 

 

・「再被害」と「二次的被害」が混同されないよう、明確に定義。同じ加害者から複数回受

ける被害は、再被害である。 
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（基本理念） 

第３条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふ

さわしい処遇が保障されるよう、配慮して行わなければならない。 

２ 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その

他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次的被害を生じさせることの

ないよう十分配慮して行われなければならない。 

３ 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、その受け

た被害を回復し、又は軽減するために必要な支援が提供されるよう行わなければならな

い。 

【解説】 

・「犯罪被害者等基本法」第３条の理念を引き継ぎつつ、再被害・二次的被害の防止など、

より具体的な表現を追記。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参考：「犯罪被害者等基本法」第３条（基本理念） 

すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される

権利を有する。 

２ 犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その

他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。 

３ 犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営

むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよ

う、講ぜられるものとする。 
 
 
（市の責務） 

第４条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との

適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施する

ものとする。 

２ 市は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図るものとす

る。 

犯罪被害者等の尊厳への配慮 

再被害・二次的被害防止 必要な支援の提供 
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【解説】 

・市の責務を規定。なお、地方公共団体の責務は、「犯罪被害者等基本法」の第５条に定め

られている。 

 

参考：「犯罪被害者等基本法」第５条（地方公共団体の責務） 

地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分

担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

 
（市民等の責務） 

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害

者等の支援の必要性についての理解を深め、二次的被害を生じさせることのないよう十

分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策

に協力するよう努めるものとする。 

【解説】 

・犯罪被害者等が地域において安心して生活できるようになるためには、地域の人々の理

解と協力が必要である。国の「第４次犯罪被害者等基本計画」においても、「犯罪被害者

等のための施策の効果は、国民の理解・協力がなければ十分に発揮されない。犯罪被害

者等は、地域社会において配慮・尊重され、支えられることで初めて平穏な生活を回復

することができることから、犯罪被害者等のための施策の実施と国民の理解・協力は車

の両輪である」と明記されている。 
 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害

者等の支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次的

被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が実施す

る犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労について配慮するよう努めるものとす

る。 

【解説】 

・犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性について従業員の理解を深めることや、

市が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めることを事業者の責務

として明確にした。 

 

（相談及び情報の提供等） 

第７条 市は、犯罪被害者等が心身に受けた被害を回復し、又は軽減して日常生活及び社

会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の

問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との

連絡調整を行うものとする。 

２ 市は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。 
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【解説】 

・地方公共団体による相談及び情報の提供等については、「犯罪被害者等基本法」第１１条

に定められている。 

 

参考：「犯罪被害者等基本法」第１１条（相談及び情報の提供等） 

国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるよ

うにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提

供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるも

のとする。 

 

・総合的窓口は市民相談所等の活用。これにより心身の負担低減等の目的に応じた専門窓

口を紹介する。 

 

（見舞金の支給） 

第８条 市は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害

者等に対し、見舞金を支給するものとする。 

【解説】 

・犯罪被害者等に見舞金を支給することを規定。要件、金額等については、規則等により、

別に定める。 

 

（日常生活の支援） 

第９条 市は、犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるよう必要な支援を行

うものとする。 

【解説】 

・市には、住民一般の日常生活を支援するための、家事、育児、介護等を支援する制度が

あるため、犯罪被害者等の実情に応じた制度を活用できるよう、情報の提供を行う。 

 

（居住の安定） 

第１０条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の

居住の安定を図るため、市営住宅への入居における配慮等必要な支援を行うものとす

る。 

【解説】 

・犯罪被害者等は、特に住んでいる自宅で被害に遭った場合、あるいは再被害や二次的被

害を受けないようにするために、転居が必要な場合がある。その際に速やかな居住の安

定を図るため、市営住宅の入居において優遇措置を行う。 

 

（安全の確保） 

第１１条 市は、犯罪被害者等が再被害及び二次的被害を受けることを防止し、その安全

を確保するため、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等を行うものとす

る。 
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【解説】 

・再被害及び二次的被害の防止のために、個人情報の適切な管理について規定。 

 

（市民等及び事業者の理解の増進） 

第１２条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができ、かつ、

二次的被害を受けることがないよう、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等

の支援の必要性について市民等及び事業者の理解を深めるため、情報の提供、啓発活動

等を行うものとする。 

【解説】 

・犯罪被害者等の置かれている状況やその支援の必要性について、市民等及び事業者の理

解を深めるため、情報提供や啓発活動等を行うことを規定。 

 

（支援の制限） 

第１３条 市は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認める場合

は、犯罪被害者等の支援を行わないことができる。 

【解説】 

・犯罪被害者等が犯罪行為を教唆、幇助した場合や、江別市暴力団排除条例に規定する暴

力団に所属している場合などを想定。 

 

（委任） 

第１４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定

める。 

【解説】 

・本条例案に基づいて犯罪被害者等施策を講ずるために、より細かな規定が必要となるこ

とから、委任の規定を設ける。 
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４ 江別市犯罪被害者等支援条例（仮称）検討会委員名簿 

 

役 職 氏  名 所  属 

会 長 小内 純子 札幌学院大学 名誉教授 

副会長 龍田 昌樹 江別地区保護司会 

 飯塚 正美 江別市民生委員児童委員連絡協議会 会長 

 今林 隆一郎 江別地区防犯協会 会長 

 貝森 加代子 江別市女性団体協議会 監査 

 白鳥 裕子 (公社)北海道家庭生活総合ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 専務理事 

 中井 和夫 公募 

 村上 貴志 江別警察署 警務課長 

 𠮷川 陽子 公募 

 吉田 玲英 クラーク法律事務所 弁護士 

 

（五十音順・敬称略） 
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５ 検討経過 

 江別市犯罪被害者等支援条例（仮称）検討会の開催 

日  程 主 な 内 容 

第１回検討会 

令和７年４月２５日 

（１）犯罪被害者等支援に特化した条例制定の背景 

（２）他市における条例制定状況 

（３）検討会設置の趣旨及び条例制定の流れ 

・特化条例制定の背景と他市における条例制定状況を確認。 

・検討会設置の趣旨、条例制定までの今後の流れを確認。 

第２回検討会 

令和７年６月９日 

（１）特化条例における支援の対象 

（２）特化条例に関する犯罪の動向と支援対象者の見込み 

（３）条例に規定する支援策 

・特化条例における支援の対象、犯罪の動向と支援対象者数の見込

みを確認。 

・特化条例に規定する支援策を検討。 

第３回検討会 

令和７年７月２５日 

(１)「江別市犯罪被害者等支援条例」（案） 

・特化条例の素案を決定。 

第４回検討会 

令和７年１０月６日 

（１）意見公募（パブリックコメント）の結果について 

（２）江別市犯罪被害者等支援条例検討報告書（案） 

・意見公募の結果を確認。 

・特化条例案を決定し、市長へ提出する報告書を取りまとめ。 

 

 

 


